
秋
田
県
に
は
五
穀
豊
穣
や
家
内
安
全
を
願
う
庶
民
の

祭
典
が
各
地
で
行
わ
れ
ま
す
。
夏
に
始
ま
る
ご
当
地
秋

田
市
の
華
や
か
な
竿
燈
ま
つ
り
は
圧
巻
で
す
。
他
に
、

実
り
の
秋
を
迎
え
る
も
の
と
し
て
「
角
館
祭
り
の
や
ま

行
事
」（
仙
北
市
角
館
町
）
を
、
今
回
ご
紹
介
し
ま
す
。

角
館
の
や
ま
行
事
は
飾
山
に
神
の
降
臨
を
う
け
て
、

日
々
の
生
活
が
安
穏
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
庶
民
の
素

朴
な
祈
り
を
捧
げ
る
祭
典
で
す
。
郷
社
と
し
て
近
世
に

佐
竹
北
家
の
保
護
を
う
け
た
角
館
総
鎮
守
神
明
社
（
伊

勢
系
）
の
祭
礼
（
旧
暦
六
月
十
五
日
）
と
、
中
世
戸
沢

氏
の
信
仰
を
う
け
た
勝
楽
山
成
就
院
薬
師
堂
（
神
仏
習

合
）
の
祭
礼
（
旧
暦
十
二
月
七
・
八
日
）
の
二
つ
が
連

続
し
た
日
取
り
に
な
っ
て
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
経
緯
を
当
館
所
蔵
『
北
家
御
日
記
』
の
記
述

か
ら
読
み
取
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
よ
り
薬
師

堂
祭
礼
の
期
日
が
「
勝
楽
町
薬
師
御
町
鎮
守
ニ
有
之
候
、

年
々
極
月
七
日
よ
り
八
日
迄
於
本
堂
成
就
院
祈
祷
相
勤

申
候
、
尤
信
心
之
氏
子
ハ
七
日
之
晩
通
夜
詣
致
候
、
就

ハ
雪
中
寒
風
之
節
故
参
詣
之
者
も
難
義
致
候
由
、
殊
ニ

月
迫
之
砌
ニ
有
之
候
得
は
内
々
共
ニ
迷
惑
成
ル
事
有
之

祭
り
の
前
に
…

～
「
北
家
御
日
記
」
よ
り

～

候
、
依
之
幸
当
月
七
日
よ
り
八
日
迄
祭
祀
日
ニ
有
之
候
」

（
第
二
六
四
巻

Ａ
Ｋ
２
１
２
‐
１
‐
２
６
４
）
と
あ

り
ま
す
。
冬
の
祭
事
は
難
儀
な
こ
と
か
ら
参
詣
者
を
思

い
や
っ
て
、
旧
暦
八
月
七
・
八
日
に
移
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
明
治
七
年(

一
八
七
四)

に
神
明
社
の
祭
礼

の
期
日
が
「
是
迄
神
明
神
輿
六
月
十
五
日
廻
勝
楽
町
薬

師
神
輿
八
月
六
日
相
廻
り
候
所
、
薬
師
は
廃
神
明
之
神

輿
今
日
ニ
ナ
ル
」
（
七
三
七
巻

Ａ
Ｋ
２
１
２
‐
１
‐

７
３
７
）
薬
師
堂
の
神
輿
を
廃
し
、
神
明
社
の
神
輿
巡

幸
を
旧
暦
八
月
六
日
に
移
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
二
つ
の

祭
礼
が
旧
暦
八
月
の
六
～
八
日
の
間
に
催
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
悪
天
候
の
日
は
順
延
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
前
年
か
ら
太
陽
暦
を
採
択
し
て
い
ま
す

の
で
、
祭
礼
は
旧
暦
八
月
に
相
当
す
る
九
月
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、
明
治
十
三
年(

一
八
八
〇)

の
記
述
（
第
七
五
三
巻

Ａ
Ｋ
２
１
２
‐
１
‐
７
５
３

※
写
真
上
）
を
紐
解
き
ま
す
。
九
月
九
日
、
北
家
に
対

し
外
町
丁
内
か
ら
「
飾
山
を
一
見
」
い
た
だ
き
た
い
と

要
望
が
あ
り
ま
し
た
。
十
日
に
は
、
雨
天
に
よ
り
祭
典

を
引
き
延
ば
し
た
と
記
述
が
あ
り
ま
す
。
翌
十
一
日
に

は
、
「
神
明
之
輿
巡
幸
」（
神
明
社
神
輿
）
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
北
家
で
は
「
表
門
へ
今
年
よ
り
扇
御
紋
之
幕

張
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
政
時
代
の
頃
の
よ
う
に
表

門
へ
陣
幕
を
張
り
、
北
家
当
主
と
家
族
が
、
神
輿
や
申

し
出
の
あ
っ
た
外
町
五
丁
内
な
ど
の
飾
山
の
門
付
け
披

露
を
迎
え
た
よ
う
で
す
。
遡
っ
て
八
月
三
十
日
の
記
載

に
は
「
旧
鎮
守
勝
楽
町
薬
師
尊
之
仏
輿
今
年
よ
り
廻
候

事
」
と
あ
り
、
薬
師
堂
の
神
輿
が
復
活
を
遂
げ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
九
月
十
二
日
に
「
薬
師
之
神
輿
廻
り
」

「
練
子
二
十
名
弱
参
候
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

長
い
歴
史
の
中
で
、
現
在
の
祭
典
の
形
式
が
こ
の
時

期
ほ
ぼ
完
成
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
旧
暦
に
則

る
た
め
祭
日
は
年
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
現
在
の
祭
日

で
あ
る
九
月
七
・
八
・
九
日
の
固
定
は
現
代
に
な
っ
て

か
ら
の
よ
う
で
す
。

初
日

神
明
社
宵
祭

二
日
目

神
明
社
神
輿
巡
幸
・
北
家
上
覧

薬
師
堂
宵
祭

三
日
目

薬
師
堂
神
輿
巡
幸

祭
典
期
間
中
は
毎
年
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、
素
朴
な
信
仰
が
色
濃
く
残
り
、
大
置
山

（
昔
の
担
ぎ
山
・
飾
り
山
の
名
残

※
写
真
下
）
、
武

者
人
形
、
お
や
ま
囃
子
、
手
踊
り
等
、
曳
山
を
担
う
若

者
は
も
ち
ろ
ん
見
物
の
方
々
を
も
魅
了
す
る
要
素
に
あ

る
と
思
い
ま
す
。
長
い
伝
統
と
先
人
が
守
り
育
て
た
歴

史
事
象
を
後
世
へ
伝
え
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
祭
り
に

限
ら
ず
わ
た
し
た
ち
の
生
活
す
べ
て
に
共
通
し
て
大
事

な
こ
と
と
考
え
ま
す
。

【
髙
山
昭
弘
】
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現
今
国
内
で
、
人
間
を
襲
う
動
物
と
し
て
唯
一
熊
の

存
在
が
あ
り
ま
す
。
熊
は
近
頃
、
人
里
を
徘
徊
し
こ
れ

ま
で
は
縁
の
な
か
っ
た
地
域
に
ま
で
姿
を
見
せ
る
よ
う

に
な
り
、
新
聞
な
ど
で
警
戒
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
危
険
な
動
物
と
し
て
は
狼
が
全
国

的
に
跋
扈
し
、
人
々
に
怖
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
各
地

に
い
ろ
い
ろ
な
狼
に
ま
つ
わ
る
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
ま
ず
秋
田
で
は
ど
う
か
。
『
岡
本
元
朝
日
記
』
か

ら
久
保
田
周
辺
の
狼
の
活
動
を
拾
っ
て
み
る
こ
と
に
し

ま
す
。

狼
は
、
久
保
田
内
町
を
徘
徊
し
、
お
城
廻
り
の
武
家

屋
敷
の
飼
い
犬
を
か
み
殺
す
な
ど
大
胆
な
行
動
を
と
っ

て
い
ま
す
。
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
六
月
十
三
日

の
記
事
に
は
、
「
匹
田
久
馬
申
候
、
屋
敷
前
ニ
犬
喰
殺

さ
れ
有
之
候
、
犬
主
不
知
候
由
糟
谷
四
兵
衛
を
以
申
立

候
、
犬
ハ
腹
を
喰
被
散
候
よ
し
、
定
而
狼
ニ
可
有
之
候
」

と
あ
り
、
役
所
に
届
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
六
～
八
月
中
に
、
岡
本
家
門
前
お
堀
端
な

ど
で
三
匹
も
が
被
害
に
遭
っ
て
い
ま
す
。

狼
へ
の
対
策
と
し
て
は
、
侍
鉄
砲
と
称
す
る
鉄
砲
組

の
武
士
を
狼
打
ち
に
派
遣
し
、
狼
狩
を
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
が
中
々
成
果
が
あ
が
ら
ず
、
い
つ
も
空
振
り

に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
六
月
十
六
日

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

荒
れ
る
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ

～
「
岡
本
元
朝
日
記
」
を
中
心
に
～

に
派
遣
し
た
時
は
、
狼
の
子
を
五
匹
打
留
め
た
と
あ
り
、

十
二
日
に
寺
内
（
秋
田
市
）
の
高
野
に
穴
が
あ
る
の
を

こ

う

や

見
つ
け
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
そ
の
狼
の
子
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

当
時
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
時
代
で
「
生
類
憐
み

の
令
」
が
発
令
さ
れ
て
お
り
、
殺
生
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、狼
だ
け
は
射
殺
を
許
可
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

打
ち
取
っ
た
狼
や
殺
さ
れ
た
犬
な
ど
は
、「
埋
め
候
へ
」

と
簡
単
に
処
理
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
三
月
晦
日
夜
に
、

小
野
崎
正
左
衛
門
組
の
足
軽
飼
犬
が
数
匹
で
狼
を
喰
殺

し
た
と
あ
り
、
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
年
の
四
月
二
日
に
は
、
川
辺
郡
椿
川
村
（
現
秋
田

市
雄
和
）
で
七
歳
の
男
子
が
狼
に
喰
殺
さ
れ
、
馬
も
二

匹
と
ら
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
仙
北
の
小
杉
山
辺
も
狼
が

暴
れ
出
し
、
馬
二
匹
も
喰
殺
さ
れ
た
の
で
狼
討
ち
を
命

じ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
毎
年
被
害
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
三

年
後
の
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
三
月
二
十
六
日
に
も

寺
内
村
で
野
に
放
牧
さ
れ
た
馬
を
見
に
行
っ
た
九
歳
の

女
の
子
が
、
狼
二
匹
に
噛
み
付
か
れ
半
死
半
生
の
と
こ

ろ
を
人
が
出
て
追
い
払
い
ま
す
。
大
方
女
の
子
は
死
ん

だ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
直
ち
に
侍
鉄
砲
に
狼

退
治
を
命
じ
ま
す
。
し
か
し
、
結
果
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

こ
の
ほ
か
の
史
料
と
し
て
は
、
角
館
の
『
北
家
御
日

記
』
に
も
狼
退
治
の
場
面
が
出
て
き
ま
す
が
、
ほ
と
ん

ど
成
果
な
く
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
よ
っ
ぽ
ど
賢
い
獣
で

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
湯
沢
市
の
「
上
遠
野
文
書
」
寛
保

元
年
（
一
七
四
一
）
の
記
録
に
は
、
昼
二
時
頃
に
「
狼

出
湯
沢
中
駆
廻
人
江
か
ゝ
り
、
其
以
後
十
日
計
り
の
内

数
度
参
候
而
人
十
人
余
り
も
か
け
ら
れ
申
候
、
柳
町
与

惣
兵
衛
子
共
、
旦
那
の
升
取
新
之
丞
子
共
両
人
、
右
三

人
共
ニ
十
二
月
始
ニ
相
果
候
、
世
上
ニ
有
之
間
敷
義
と

申
唱
候
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
年
犬
病
が
は
や
り
、
湯
沢
で
五
十
余
り
の
犬
が

死
ん
だ
と
い
い
、
上
遠
野
家
の
犬
も
二
匹
死
ん
だ
と
の

こ
と
で
す
。
二
、
三
年
以
前
よ
り
、
上
方
で
も
右
の
通

り
で
、
当
春
中
よ
り
久
保
田
で
も
犬
が
煩
い
死
ん
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
十
一
月
に
な
り
、
湯
沢
方
面
の

山
で
も
狐
や
猿
が
死
ん
で
い
る
の
が
見
つ
か
り
、
狼
の

死
も
病
気
故
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
の
ジ
ス
テ
ン

パ
ー
（
風
犬
）
が
流
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
は
明
治
期
に
奈
良
県
で
確
認
さ
れ

て
以
来
、
完
全
に
絶
滅
し
た
よ
う
で
す
。
原
因
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
流
行
病
か
獲
物
不
足
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
嵯
峨
稔
雄
】

「
岡
本
元
朝
日
記
一
七
」（
混
架
七
‐
三
八
〇
‐
一
七
）

に
は
、
狼
に
関
す
る
記
述
が
た
び
た
び
登
場
す
る
。
写

真
は
元
禄
十
六
年
四
月
四
日
の
も
の
。
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